
設置する駐車場は、一般公共の用に供するものですか？

※『一般公共の用に供するもの』とは、時間貸し駐車場又は無料で不特定多数が駐
車できるもの（月極駐車場、職員駐車場などを除く）

設置する駐車場は、自動車の駐車に供する部分（駐車マスの
合計）の面積が５００㎡以上ですか？

駐車料金を徴収しますか？

建築物、建築物に付随している駐車場ですか？
または道路附属物、公園施設の駐車場ですか？

届出は不要です。

届出は不要ですが、政令で定める技術的
基準に適合させなければなりません。

「駐車場法」に基づく届出が必要です。
『特定路外駐車場』にも該当しますので、
「バリアフリ－新法」に基づく届出の添
付が可能です。
政令で定める技術的基準に適合させなけ
ればなりません。

「駐車場法」に基づく届出が必要です。
政令で定める技術的基準に適合させなければなりません。
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